
１．契約締結前の公表事項（事前公表）

事業名称 事業場所 事業（契約）の内容 契約の相手方の決定方法又は選定基準 申請方法 この事業に対する連絡先

令和８年度九年又ダム等清掃美化業務委託
九年又ダム及び周辺地、屋部増圧ポン
プ場、旭川配水池、屋我地配水池、伊
差川配水池、二見配水池

水道施設及びその周辺地の草刈り業務
委託

地方自治法施行令第167条の２第１項第３号に規定する団体等で
あること。
本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。
臨時的かつ短期的な職業を希望する本市の高齢退職者のために就
業の機会を確保するとともに、組織的に提供する業務を行ってい
ること。

１．見積書提出

提出期限：令和８年５月8日（金曜）
　　　　　17時まで
提 出 先：名護市環境水道部
　　　　  施設課浄水場係

担当：環境水道部施設課浄水場係
電話：0980-52-2264

２．契約締結後の公表事項（事後公表）

契約の相手方   契約締結日 契約金額 契約の相手方とした理由

名護市大中二丁目12番１号
公益社団法人　名護市シルバー人材センター
理事長　岸本　文政

令和8年5月11日 2,379,449円

・選定基準を満たしているものが当該団体のみであるため。
・地方自治法施行令第167条の２第１項第３号に規定する団体等
（シルバー人材センター）であるため。
・高齢者雇用機会の確保を図るため。

特定施設・団体等との随意契約一覧

（例）

（例）
（例）


